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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者に行われるインピーダンス測定の分析に用いるインピーダンス分析方法であって
、前記インピーダンス分析方法は前記被験者の浮腫の有無または程度の評価に用いる浮腫
インジケータを決定し、前記インピーダンス分析方法は処理装置が行う処理として、
　ａ）前記被験者のうちの少なくとも１部分のインピーダンスを表わす、少なくとも１つ
のインピーダンス値を決定することであって、さらに
　ｉ）健肢の前記インピーダンスを表わす第１測定インピーダンス値を決定することと；
　ｉｉ）患肢の前記インピーダンスを表わす第２測定インピーダンス値を決定することと
；
　ｉｉｉ）前記第１測定インピーダンス値と前記第２測定インピーダンス値とを用いて、
インピーダンス比を決定することと
を含むことと；
　ｂ）前記インピーダンス値を用いて、被験者パラメータを示す前記浮腫インジケータを
決定することであって、
　Ｌ＿Ｄｅｘ　＝　ｓｆ×（ＩＲ－μ）／（３σ－μ）　
　式中、ＩＲは、前記インピーダンス比であり、
　μは、正常個体群の平均インピーダンス比値としての個体群平均値であり、
　３σは、前記正常個体群の３標準偏差値であり、
　ｓｆは、倍率である
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という方程式を用いて前記浮腫インジケータＬ＿Ｄｅｘを決定することで、前記浮腫イン
ジケータは、少なくとも１つの参照値に比較してスケーリングされることと；
　ｃ）前記浮腫インジケータの表記を表示することと
を含む、インピーダンス分析方法。
【請求項２】
　前記被験者パラメータは、
　ａ）前記被験者内の液体レベルと；
　ｂ）被験者肢の細胞外液体レベルと
のうちの少なくとも１つである、
　請求項１記載のインピーダンス分析方法。
【請求項３】
　前記インピーダンス分析方法は、前記処理装置が行う処理として、以下の方程式を用い
て前記インピーダンス比ＩＲを決定することを含み、
　ＩＲ＝Ｚｕｌ／Ｚａｌ　
　式中、Ｚｕｌは、前記健肢の前記測定インピーダンスであり、
　Ｚａｌは、前記患肢の前記測定インピーダンスである、
　請求項１記載のインピーダンス分析方法。
【請求項４】
　前記インピーダンス分析方法は、前記処理装置が行う処理として、
　ａ）測定インピーダンス値から１または複数のインピーダンスパラメータ値を決定する
ことと；
　ｂ）前記インピーダンスパラメータ値を用いて前記インピーダンス比を決定することと
を含む、
　請求項１～３何れか１項記載のインピーダンス分析方法。
【請求項５】
　前記インピーダンスパラメータ値は、
　ａ）無限適用周波数でのインピーダンスＲ∞と；
　ｂ）ゼロ適用周波数でのインピーダンスＲ０と；
　ｃ）特性周波数でのインピーダンスＺｃと
のうちの少なくとも１つを含む、
　請求項４記載のインピーダンス分析方法。
【請求項６】
　前記インピーダンス分析方法は、前記処理装置が行う処理として、少なくとも部分的に
以下の方程式を用いることによって、前記インピーダンスパラメータ値Ｚを決定すること
を含み、
　Ｚ＝Ｒ∞+（Ｒ０－Ｒ∞）／（１+（ｊωτ）（１－α））　
　式中、Ｒ∞は、無限適用周波数でのインピーダンス、
　Ｒ０は、ゼロ適用周波数でのインピーダンス、
　ωは、角周波数、
　τは、被験者応答をモデリングする容量性回路の時定数であり、
　αは、０～１の値である、
　請求項５記載のインピーダンス分析方法。
【請求項７】
　前記インピーダンス分析方法は、前記処理装置が行う処理として、以下の方程式を用い
て前記インピーダンス比ＩＲを決定することを含み、
　ＩＲ＝Ｒ０ｕｌ／Ｒ０ａｌ　
　式中、Ｒ０ｕｌは、ゼロ周波数での前記健肢の前記インピーダンスであり、
　Ｒ０ａｌは、ゼロ周波数での前記患肢の前記インピーダンスである、
　請求項６記載のインピーダンス分析方法。
【請求項８】
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　前記倍率は、整数値を有する、
　請求項１～７何れか一項記載のインピーダンス分析方法。
【請求項９】
　前記倍率は、１０の倍数である、
　請求項８記載のインピーダンス分析方法。
【請求項１０】
　前記インピーダンス分析方法は、前記処理装置が行う処理として、
　ａ）１または複数の被験者詳細を決定することと；
　ｂ）少なくとも部分的に前記被験者詳細に従って前記参照値を選択することと
を含む、
　請求項９記載のインピーダンス分析方法。
【請求項１１】
　前記被験者詳細は、
　ａ）肢優位性と；
　ｂ）民族性と；
　ｃ）年齢と；
　ｄ）性別と；
　ｅ）体重と；
　ｆ）身長と
のうちの少なくとも１つを含む、
　請求項１０記載のインピーダンス分析方法。
【請求項１２】
　前記インピーダンス分析方法は、前記処理装置が行う処理として、線形スケールとして
の表記を表示することを含み、前記線形スケールは、
　ａ）線形インジケータと；
　ｂ）スケールと；
　ｃ）ポインタと
を含み、
　前記ポインタは、前記インジケータに従って前記スケール上に位置付けられる、
　請求項１～１１何れか１項記載のインピーダンス分析方法。
【請求項１３】
　前記インピーダンス分析方法は、前記処理装置が行う処理として、線形スケールとして
の前記表記を表示することを含み、
　前記線形スケールは、
　ａ）線形インジケータと；
　ｂ）スケールと；
　ｃ）前記インジケータ値を表わす少なくとも１つのバーと；
　ｄ）前回のインジケータ値と基線インジケータ値のうちの少なくとも１つを表わす少な
くとも１つのバーと
を含む、
　請求項１～１２何れか１項記載のインピーダンス分析方法。
【請求項１４】
　前記インピーダンス分析方法は、前記処理装置が行う処理として、前回のインジケータ
値と基線インジケータ値のうちの少なくとも１つからのインジケータ値の変化の示度を含
む前記表記を表示することを含む、
　請求項１３記載のインピーダンス分析方法。
【請求項１５】
　前記インピーダンス分析方法は、前記処理装置が行う処理として、
　ａ）行われた測定値を規定する軸と；
　ｂ）インジケータ値を規定する軸と；



(4) JP 5529009 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

　ｃ）１または複数の決定インジケータ値を表わす１または複数のポイントと
を含む前記表記をチャートとして表示することを含む、
　請求項１～１４何れか１項記載のインピーダンス分析方法。
【請求項１６】
　前記インピーダンス分析方法は、前記処理装置が行う処理として、
　ａ）前記参照値を用いて少なくとも１つの域値を決定することと；
　ｂ）前記表記に前記域値を表示することであって、前記域値の前記位置は、状態の存在
を示すことと
を含む、
　請求項１～１５何れか１項記載のインピーダンス分析方法。
【請求項１７】
　前記インピーダンス分析方法は、前記処理装置が行う処理として、
　ａ）前記参照値を用いて２つの域値を決定することと；
　ｂ）前記表記に前記域値を表示することであって、前記域値は、正常範囲を示すことと
を含む、
　請求項１～１６何れか１項記載のインピーダンス分析方法。
【請求項１８】
　前記インピーダンス分析方法は、前記処理装置が行う処理として、
　ａ）正常範囲と；
　ｂ）治療介入範囲と；
　ｃ）水和範囲と；
　ｄ）浮腫範囲と
のうちの少なくとも１つを前記表記上に表示することを含む、
　請求項１～１７何れか１項記載のインピーダンス分析方法。
【請求項１９】
　前記インピーダンス分析方法は、前記処理装置が行う処理として、各々の範囲を表わす
少なくとも１つのカラーコード化領域を前記表記上に表示することを含む、
　請求項１８記載のインピーダンス分析方法。
【請求項２０】
　前記インピーダンス分析方法は、前記処理装置が行う処理として、
　ａ）以下の
　ｉ）測定日と；
　ｉｉ）インジケータ値と；
　ｉｉｉ）正常範囲にインジケータ値が存在するか否かと
　のうちの少なくとも１つを表わすテキスト情報と；
　ｂ）正常範囲にインジケータ値が存在するか否かを示すアイコンと
のうちの少なくとも１つを含む表記を表示することを含む、
　請求項１～１９何れか１項記載のインピーダンス分析方法。
【請求項２１】
　前記インピーダンス分析方法は、前記処理装置が行う処理として、正常個体群分布を表
わすガウス曲線を含む表記を表示することを含む、
　請求項１～２０何れか１項記載のインピーダンス分析方法。
【請求項２２】
　前記インピーダンス分析方法は、前記処理装置が行う処理として、レポートを作成する
ことを含み、前記レポートは、
　ａ）以下の
　ｉ）前記被験者と；
　ｉｉ）オペレータと；
　ｉｉｉ）ＣＰＴコードと
のうちの少なくとも１つに関連する情報を含む部分と；
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　ｂ）少なくとも１つの表記を含む部分と
を含む、
　請求項１～２１何れか１項記載のインピーダンス分析方法。
【請求項２３】
　前記インピーダンス分析方法は、前記処理装置が実行した１または複数のインピーダン
ス測定を含む、
　請求項１～２２何れか１項記載のインピーダンス分析方法。
【請求項２４】
　前記インピーダンス分析方法は、前記処理装置が行う処理として、
　ａ）前記被験者に適用された少なくとも１つの励磁信号に基づいて前記被験者を通して
測定された少なくとも１つの信号を決定することと；
　ｂ）前記励磁信号と、前記被験者を通して測定された前記信号との示度を用いて、少な
くとも１つのインピーダンス値を決定することと
を含む、
　請求項１～２３何れか１項記載のインピーダンス分析方法。
【請求項２５】
　被験者に行われるインピーダンス測定の分析に用いるインピーダンス分析装置であって
、前記インピーダンス分析装置は前記被験者の浮腫の有無または程度の評価に用いる浮腫
インジケータを決定するように構成され、前記インピーダンス分析装置は、
　ａ）前記被験者の少なくとも１部分のインピーダンスを表わす、少なくとも１つのイン
ピーダンス値を決定することあって、さらに
　ｉ）健肢の前記インピーダンスを表わす第１測定インピーダンス値を決定することと；
　ｉｉ）患肢の前記インピーダンスを表わす第２測定インピーダンス値を決定することと
；
　ｉｉｉ）前記第１測定インピーダンス値と前記第２測定インピーダンス値とを用いて、
インピーダンス比を決定することと
を含むことと；
　ｂ）前記インピーダンス値を用いて、被験者パラメータを示す前記浮腫インジケータを
決定することであって、
　Ｌ＿Ｄｅｘ　＝　ｓｆ×（ＩＲ－μ）／（３σ－μ）　
　式中、ＩＲは、前記インピーダンス比であり、
　μは、正常個体群の平均インピーダンス比値としての個体群平均値であり、
　３σは、前記正常個体群の３標準偏差値であり、
　ｓｆは、倍率である
という方程式を用いて前記浮腫インジケータＬ＿Ｄｅｘを決定することで、前記浮腫イン
ジケータは、少なくとも１つの参照値に比較してスケーリングされることと；
　ｃ）前記浮腫インジケータの表記を表示することと
を行う処理装置を含む、インピーダンス分析装置。
【請求項２６】
　前記インピーダンス分析装置は、
　ａ）第１組の電極を用いて前記被験者に１または複数の電気信号を適用する信号発生器
と；
　ｂ）前記被験者に適用された第２組の電極の間の電気信号を測定するセンサと；
　ｃ）以下の
　　ｉ）前記信号発生器を制御することと；
　　ｉｉ）測定電気信号の示度を決定することと
を行う制御装置と
を含む、請求項２５記載のインピーダンス分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、被験者に行われたインピーダンス測定の分析方法と分析装置に関し、特に、
たとえば被験者内の液体レベルなどの被験者パラメータを示すインジケータを表示する方
法と装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　たとえば液体レベルなどの被験者に関する生物学的パラメータを決定する１つの既存の
技術は、生体電気インピーダンスの使用を伴う。これは、皮膚表面に配置した一連の電極
を用いて被験者の身体の電気インピーダンスを測定することを含む。身体表面での電気イ
ンピーダンスの変化を用いることによって、たとえば心臓周期または浮腫に関連する液体
レベルの変化、または体型に作用する他の条件などのパラメータを決定する。
【０００３】
　リンパ浮腫は、正常リンパ負荷の存在下のリンパ輸送能力の低下と組織タンパク質分解
能の低下のうちの少なくとも一方の結果として、組織の過剰タンパク質と浮腫を特徴とす
る状態である。後天的または二次的リンパ浮腫は、リンパ管の損傷または遮断に起因する
。最もよくある誘発事象は、外科手術と放射線治療のうちの少なくとも一方である。しか
しリンパ浮腫の発病は、予測不可能であり、その原因から数日内またはその原因後、数年
間のいつでも発現し得る。
【０００４】
　同じ被験者の２つの互いに異なる解剖学的領域での生体電気インピーダンスを単一低周
波交流で測定することによって、浮腫を検出する方法が記載されている（例えば特許文献
１参照）。２つの測定値は、正常個体群から得られたデータと比較することによって、組
織浮腫が存在する指示を得るべく、分析される。
【０００５】
　実行され得る互いに異なる様式のインピーダンス測定を考えると、インピーダンス監視
装置のオペレータは、その操作に関する知識が豊富でなければならない。状況によっては
、機器は、１形式だけのインピーダンス分析を提供するように構成されるだけなので、結
果として、その後にオペレータによって解釈されなければならない標準出力を提供する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開第００／７９２５５号パンフレット
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】ピコリＰｉｃｃｏｌｉら、「米国の性別、人種、体格指数および年齢に
よるインピーダンスベクトル分布：二変量Ｚスコアとしての標準基準範囲Ｉｍｐｅｄａｎ
ｃｅ ｖｅｃｔｏｒ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｂｙ ｓｅｘ,ｒａｃｅ,ｂｏｄｙ ｍａｓ
ｓ ｉｎｄｅｘ ａｎｄ ａｇｅ ｉｎ ｔｈｅ Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ:ｓｔａｎｄａｒ
ｄ ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ ｉｎｔｅｒｖａｌｓ ａｓ ｂｉｖａｒｉａｔｅ Ｚ ｓｃｏｒｅｓ
」、栄養Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ),２００２年、第１８巻、ｐ．１５３－１６７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、互いに異なる動作モードが選択され得る場合には、機器のオペレータが選択測
定モードに関連する任意の複雑な問題を承知していることと、同様に利用可能な種々の出
力を解釈できることが必要である。
【０００９】
　本発明の目的は、既存の構成の１または複数の欠点を実質的に克服するか、または少な
くとも改善することにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　第１主要形態において本発明は、被験者に行われたインピーダンス測定の分析に用いる
方法を提供する。前記方法は、処理装置において
　ａ）被験者の少なくとも一部分のインピーダンスを表わす、少なくとも１つのインピー
ダンス値を決定することと；
　ｂ）少なくとも１つのインピーダンス値と参照を用いることによって、被験者パラメー
タを示すインジケータを決定することと；
　ｃ）インジケータの表記を表示することと
を含む。
【００１１】
　一般にインジケータは、少なくとも１つの参照値に比較してスケーリングされる。
　一般に被験者パラメータは、
　ａ）被験者内の液体レベルと；
　ｂ）被験者肢の細胞外液体レベルと
のうちの少なくとも１つである。
【００１２】
　一般にインジケータは、状態の有無または程度の評価に用いる。
　一般にインジケータは、
　ａ）被験者の浮腫の有無または程度の評価に用いる浮腫インジケータと；
　ｂ）被験者の水和レベルの評価に用いる水和インジケータと
のうちの少なくとも１つである。
【００１３】
　一般に方法は、処理装置において
　ａ）患肢のインピーダンスに対する健肢のインピーダンスを表わすインピーダンス比を
生成することと；
　ｂ）前記インピーダンス比を用いて浮腫インジケータを決定することと
を含む。
【００１４】
　一般に方法は、処理装置において
　ａ）健肢のインピーダンスを表わす第１測定インピーダンス値を決定することと；
　ｂ）患肢のインピーダンスを表わす第２測定インピーダンス値を決定することと；
　ｃ）前記第１インピーダンス値と第２測定インピーダンス値を用いてインピーダンス比
を決定することと
を含む。
【００１５】
　一般に方法は、処理装置において、以下の方程式を用いてインピーダンス比ＩＲを決定
することを含む。
　ＩＲ＝Ｚｕｌ／Ｚａｌ　。
【００１６】
　式中、Ｚｕｌは、健肢の測定インピーダンスであり、
　　　　Ｚａｌは、患肢の測定インピーダンスである。
　一般に方法は、処理装置において
　ａ）測定インピーダンス値から１または複数のインピーダンスパラメータ値を決定する
ことと；
　ｂ）インピーダンスパラメータ値を用いてインピーダンス比を決定することと
を含む。
【００１７】
　一般にインピーダンスパラメータ値は、
　ａ）無限適用周波数でのインピーダンスＲ∞と；
　ｂ）ゼロ適用周波数でのインピーダンスＲ０と；
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　ｃ）特性周波数でのインピーダンスＺｃと
のうちの少なくとも１つを含む。
【００１８】
　一般に方法は、処理装置において、少なくとも部分的に以下の方程式を用いてインピー
ダンスパラメータ値Ｚを決定することを含む。
　Ｚ＝Ｒ∞+（Ｒ０－Ｒ∞）／（１+（ｊωτ）（１－α））　。
【００１９】
　　式中、Ｒ∞は、無限適用周波数でのインピーダンス、
　　　　　Ｒ０は、ゼロ適用周波数でのインピーダンス、
　　　　　ωは、角周波数、
　　　　　τは、被験者応答をモデルリングする容量性回路の時定数、
　　　　　αは、０～１の値を有する。
【００２０】
　一般に方法は、処理装置において、以下の方程式を用いてインピーダンス比ＩＲを決定
することを含む。
　ＩＲ＝Ｒ０ｕｌ／Ｒ０ａｌ　。
【００２１】
　　式中、Ｒ０ｕｌは、ゼロ周波数での健肢のインピーダンスであり、
　　　　　Ｒ０ａｌは、ゼロ周波数での患肢のインピーダンスである。
　一般に方法は、処理装置において、参照に比較してインピーダンス比をスケーリングす
ることによって、浮腫インジケータを決定することを含む。
【００２２】
　一般に方法は、処理装置において、
　ａ）正常個体群の平均インピーダンス比値を決定することと；
　ｂ）正常個体群の３標準偏差値を決定することと；
　ｃ）前記平均と３標準偏差値を用いて、インピーダンス比をスケーリングすることと
を含む。
【００２３】
　一般に方法は、処理装置において、以下の方程式を用いて浮腫インジケータＬ＿Ｄｅｘ
を決定することを含む。
　Ｌ＿Ｄｅｘ　＝　ｓｆ×（ＩＲ－μ）／（３σ－μ）　。
【００２４】
　　式中、ＩＲは、インピーダンス比であり、
　　　　　μは、個体群平均であり、
　　　　　３σは、個体群の３標準偏差であり、
　　　　　ｓｆは、倍率である。
【００２５】
　一般に倍率は、整数値を有する。
　一般に倍率は、１０の倍数である。
　一般にインジケータは、被験者の水和レベルの決定に用いる水和インジケータである。
【００２６】
　一般に方法は、処理装置において、
　ａ）被験者の測定抵抗とリアクタンスを決定することと；
　ｂ）被験者の身長を用いて、被験者の測定抵抗とリアクタンスを正規化することによっ
て、正規化抵抗と正規化リアクタンスを算出することと；
　ｃ）前記正規化抵抗と前記正規化リアクタンスを用いて、水和インジケータを決定する
ことと
を含む。
【００２７】
　一般に方法は、処理装置において、以下の方程式を用いて正規化抵抗Ｒ／ｈと正規化リ
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アクタンスＸｃ／ｈを決定することを含む。
　Ｒｖ＝［（Ｒ／ｈ）－（Ｒ／ｈ）ｍｅａｎ］／（Ｒ／ｈ）ｓｔｄ．ｄｅｖ　。
【００２８】
　Ｘｃｖ＝［（Ｘｃ／ｈ）－（Ｘｃ／ｈ）ｍｅａｎ］／（Ｘｃ／ｈ）ｓｔｄ．ｄｅｖ　。
　一般に方法は、処理装置において、参照個体群の平均と標準偏差抵抗およびリアクタン
ス値から、正規化抵抗と正規化リアクタンスへの正規化ベクトル距離を用いて、水和イン
ジケータを決定することを含む。
【００２９】
　一般に方法は、処理装置において、倍率を用いて正規化ベクトル距離をスケーリングす
ることを含む。
　一般に方法は、以下の方程式を用いて正規化ベクトルをスケーリングすることを含む。
【００３０】
　ｈｙ＿ｄｅｘ＝ｓｆ×｜Ｒｖ，Ｘｃｖ｜×（ｓｉｎφ）／４σ　。
　　式中、ｓｆは、倍率であり、
　　　　　φは、患者の正規化測定ベクトルと平均水和ライン（水和平均ライン）の間の
角度である。
【００３１】
　一般に倍率は、整数値を有する。
　一般に参照は、
　ａ）正常個体群から得られるか、
　ｂ）所定値から決定されるかの
少なくとも１つである。
【００３２】
　一般に方法は、処理装置において、
　ａ）１または複数の被験者の詳細を決定することと；
　ｂ）少なくとも部分的に被験者詳細に従って、参照を選択することと
を含む。
【００３３】
　一般に被験者詳細は、
　ａ）肢優位性と；
　ｂ）民族性と；
　ｃ）年齢と；
　ｄ）性別と；
　ｅ）体重と；
　ｆ）身長と
のうちの少なくとも１つを含む。
【００３４】
　一般に方法は、処理装置において、線形スケールとしての表記を表示することを含む。
前記線形スケールは、
　ａ）線形インジケータと；
　ｂ）スケールと；
　ｃ）インジケータに従ってスケールに位置付けられるポインタと
を含む。
【００３５】
　一般に方法は、処理装置において、線形スケールとしての表記を表示することを含む。
前記線形スケールは、
　ａ）線形インジケータと；
　ｂ）スケールと；
　ｃ）インジケータ値を表わす少なくとも１つのバーと；
　ｄ）前回のインジケータ値と基線インジケータ値のうちの少なくとも１つを表わす少な
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くとも１つのバーと
を含む。
【００３６】
　一般に方法は、処理装置において、前回のインジケータ値と基線インジケータ値のうち
の少なくとも１つからのインジケータ値の変化の示度を含む表記を表示することを含む。
　一般に方法は、処理装置において、
　ａ）行われた測定値を規定する軸と；
　ｂ）インジケータ値を規定する軸と；
　ｃ）１または複数の決定インジケータ値を表わす１または複数のポイントと
を含む表記をチャートとして表示することを含む。
【００３７】
　一般に方法は、処理装置において、
　ａ）参照を用いて少なくとも１つの域値を決定することと；
　ｂ）表記に域値を表示することであって、前記域値の位置は、状態の存在を示すことと
を含む。
【００３８】
　一般に方法は、処理装置において、
　ａ）参照を用いて２つの域値を決定することと；
　ｂ）表記に域値を表示することであって、前記域値は、正常範囲を示すことと
を含む。
【００３９】
　一般に方法は、処理装置において、
　ａ）正常範囲と；
　ｂ）介入範囲と；
　ｃ）水和範囲と；
　ｄ）浮腫範囲と
のうちの少なくとも１つを表記に表示することを含む。
【００４０】
　一般に方法は、処理装置において、各々の範囲を表わす少なくとも１つのカラーコード
化領域を表記に表示することを含む。
　一般に方法は、処理装置において、
　ａ）以下の
　　ｉ）測定日と；
　　ｉｉ）インジケータ値と；
　　ｉｉｉ）インジケータ値が正常範囲にあるか否かと
のうちの少なくとも１つを表わすテキスト情報と；
　ｂ）インジケータ値が正常値にあるか否かを示すアイコンと
のうちの少なくとも１つを含む表記を表示することを含む。
【００４１】
　一般に方法は、処理装置において、正常個体群分布を表わすガウス曲線を含む表記を表
示することを含む。
　一般に方法は、処理装置において、レポートを生成することを含み、前記レポートは、
　ａ）以下の
　　ｉ）被験者と；
　　ｉｉ）オペレータと；
　　ｉｉｉ）ＣＰＴコードと
のうちの少なくとも１つに関する情報を含む部分と；
　ｂ）少なくとも１つの表記を含む部分と
を含む。
【００４２】
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　一般に方法は、処理装置において、１または複数のインピーダンス測定を行わせること
を含む。
　一般に方法は、処理装置において、
　ａ）少なくとも１つの励磁信号を被験者に適用させることと；
　ｂ）被験者で測定した少なくとも１つの信号を決定することと；
　ｃ）励磁信号と被験者で測定した信号を用いて、少なくとも１つのインピーダンス値を
決定することと
を含む。
【００４３】
　第２主要形態において本発明は、被験者に行われたインピーダンス測定の分析に用いる
インピーダンス分析装置を提供する。前記インピーダンス分析装置は、
　ａ）被験者の少なくとも１部分のインピーダンスを表わす少なくとも１つのインピーダ
ンス値を決定することと；
　ｂ）少なくとも１つのインピーダンス値と参照を用いて、被験者パラメータを示すイン
ジケータを決定することと；
　ｃ）インジケータの表記を表示することと
を行う処理装置を含む。
【００４４】
　一般にインピーダンス分析装置は、
　ａ）第１組の電極を用いて、１または複数の電気信号を被験者に適用する信号発生器と
；
　ｂ）被験者に適用された第２組の電極間の電気信号を測定するセンサと；
　ｃ）以下の
　　ｉ）信号発生器を制御することと；
　　ｉｉ）測定電気信号の指示を決定することと
を行う制御装置と
を含む。
【００４５】
　一般に制御装置は、処理装置を含む。
　一般に処理装置は、制御装置を含む。
　第３主要形態において本発明は、被験者に行われたインピーダンス測定を用いることに
よって、被験者の浮腫の有無または程度を診断することを用いる方法を提供する。前記方
法は、処理装置において、
　ａ）被験者の少なくとも１つの肢のインピーダンスを表わす少なくとも１つのインピー
ダンス値を決定することと；
　ｂ）少なくとも１つのインピーダンス値と参照を用いて、浮腫インジケータを決定する
ことと；
　ｃ）浮腫インジケータの表記を表示することによって、被験者の浮腫の有無または程度
を評価できるようにすることと
を含む。
【００４６】
　第４主要形態において本発明は、被験者の水和状態の決定に用いる方法を提供する。前
記方法は、処理装置において、
　ａ）被験者の少なくとも１つの肢のインピーダンスを表わす少なくとも１つのインピー
ダンス値を決定することと；
　ｂ）少なくとも１つのインピーダンス値と参照を用いてインジケータを決定することと
；
　ｃ）インジケータの表記を表示することによって、被験者の水和状態を評価できるよう
にすることと
を含む。
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【００４７】
　当然のことながら、本発明の主要形態は、個々に用いるか、または組合せて用い得ると
共に、限定しないが、浮腫、リンパ浮腫、身体組成などを含む様々な状態と病気の有無ま
たは程度を診断すべく用い得る。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】インピーダンス測定装置の実施例の略図。
【図２】インジケータを決定する方法の実施例のフローチャート。
【図３Ａ】浮腫インジケータの表記の第１実施例の略図。
【図３Ｂ】浮腫インジケータの表記の第１実施例の略図。
【図３Ｃ】浮腫インジケータの表記の第１実施例の略図。
【図４】片側肢浮腫の浮腫インジケータを決定する方法の実施例のフローチャート。
【図５Ａ】肢インピーダンスの測定に用いる電極位置の実施例の略図。
【図５Ｂ】肢インピーダンスの測定に用いる電極位置の実施例の略図。
【図５Ｃ】肢インピーダンスの測定に用いる電極位置の実施例の略図。
【図５Ｄ】肢インピーダンスの測定に用いる電極位置の実施例の略図。
【図６Ａ】更に別の情報を示す浮腫インジケータの表記の第２実施例の略図。
【図６Ｂ】更に別の情報を示す浮腫インジケータの表記の第２実施例の略図。
【図６Ｃ】更に別の情報を示す浮腫インジケータの表記の第２実施例の略図。
【図６Ｄ】更に別の情報を示す浮腫インジケータの表記の第２実施例の略図。
【図７Ａ】基線からの浮腫インジケータの変動を示す、浮腫インジケータの表記の第３実
施例の略図。
【図７Ｂ】基線からの浮腫インジケータの変動を示す、浮腫インジケータの表記の第３実
施例の略図。
【図８Ａ】浮腫インジケータの履歴変動を示す表記の、更に別の実施例の略図。
【図８Ｂ】浮腫インジケータの履歴変動を示す表記の、更に別の実施例の略図。
【図８Ｃ】浮腫インジケータの履歴変動を示す表記の、更に別の実施例の略図。
【図９】浮腫インジケータの表記を組み入れたレポートの実施例の略図。
【図１０Ａ】水和と他の身体組成インジケータを決定する方法の実施例のフローチャート
。
【図１０Ｂ】身体組成のコンパートメントモデルの実施例の略図。
【図１０Ｃ】全身インピーダンスの測定に用いる電極位置の実施例の略図。
【図１０Ｄ】水和係数の決定に用いるピコリ（Ｐｉｃｃｏｌｉ）プロット例。
【図１１Ａ】水和インジケータを組み入れたレポートの実施例の略図。
【図１１Ｂ】水和インジケータの実施例の略図。
【図１１Ｃ】水和インジケータの実施例の略図。
【図１２Ａ】脂肪量インジケータを組み入れたレポートの実施例の略図。
【図１２Ｂ】脂肪量インジケータの実施例の略図。
【図１３】身体組成レポートの実施例の略図。
【図１４】活性組織量レポートの実施例の略図。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　次に添付の図面を参照して本発明の実施例を記載する。
　図１は、被験者の生体電気インピーダンスの分析を行うのに適したインピーダンス分析
装置の実施例を説明する。
【００５０】
　図示されるようにインピーダンス分析装置は、信号発生器１１１とセンサ１１２にそれ
ぞれ連結する処理装置１０２を有する測定装置１００を含む。使用時、信号発生器１１１
とセンサ１１２は、それぞれ第１リード１２３，１２４と第２リード１２５，１２６を介
して、被験者Ｓ上に提供される第１電極１１３，１１４と第２電極１１５，１１６に連結
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される。接続は、リード１２３，１２４，１２５，１２６が、信号発生器１１１とセンサ
１１２に選択的に相互連結できるようにするたとえばマルチプレクサなどのスイッチング
装置１１８を介し得るが、これは不可欠ではなく、信号発生器１１１と第１電極１１３，
１１４の間およびセンサ１１２と第２電極１１５，１１６の間を直接接続し得る。
【００５１】
　任意の外部インターフェース１０３を用いることによって、たとえば外部データベース
またはコンピュータシステム、バーコードスキャナなどの１または複数の周辺装置１０４
に配線、無線またはネットワーク接続を介して測定装置１００を連結可能である。処理装
置１０２はまた一般に、たとえばタッチスクリーン、キーパッド、およびディスプレイな
どの任意の適切な形態であり得るＩ／Ｏ装置１０５を含む。
【００５２】
　使用時、処理装置１０２は、制御信号を発生するように構成される。処理装置１０２は
、第１電極１１３，１１４を介して被験者Ｓに適用可能な、たとえば電圧か電流信号など
の１または複数の交流信号を信号発生器１１１に発生させる。次にセンサ１１２は、第２
電極１１５，１１６を用いることによって、被験者Ｓを通した電圧または被験者Ｓを流れ
る電流を測定し、更に適切な信号を処理装置１０２に転送する。
【００５３】
　従って当然のことながら、処理装置１０２は、適切な制御信号の発生と測定信号の指示
の解釈に適した任意の形式の処理装置であることによって、被験者の生体電気インピーダ
ンスを決定し、任意にたとえば浮腫の有無または程度などの他の情報を決定し得る。
【００５４】
　従って処理装置１０２は、たとえばノート型パソコン、デスクトップ、ＰＤＡ、スマー
トフォンなどの適切なプログラムコンピュータシステムであり得る。また処理装置１０２
は、たとえばＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ）などの専用ハードウエ
アか、プログラムコンピュータシステムと専用ハードウエアの組合せなどから形成され得
る。
【００５５】
　当然のことながら処理装置１０２、信号発生器１１１、およびセンサ１１２は、共通の
ハウジング内に組み込まれ得るので、統合装置を形成し得る。また処理装置１０２は、配
線か無線接続によって信号発生器１１１とセンサ１１２に接続され得る。これによって、
処理装置１０２が信号発生器１１１とセンサ１１２に遠隔的に提供できるようになる。従
って信号発生器１１１とセンサ１１２は、被験者Ｓの近くの装置に提供されるか、または
身に付けられ得るが、処理装置１０２は、被験者Ｓから遠く離れて位置する。
【００５６】
　使用時、第１電極１１３，１１４が、被験者に配置されることによって、１または複数
の信号が被験者Ｓに注入できるようにする。第１電極１１３，１１４の位置は、試験下の
被験者Ｓの部分に依存することになり、第１電極１１３，１１４の位置は、四肢か、全身
のインピーダンスが測定できるようにすべく、たとえば被験者の手首と足首に電極を位置
付けることを含み得る。
【００５７】
　電極が位置付けられると、１または複数の交流信号が、第１リード１２３，１２４と第
１電極１１３，１１４を介して被験者Ｓに適用される。交流信号の性質は、測定装置１０
０と、次に行われる分析の性質に依存して変化し得る。
【００５８】
　たとえばシステムは、単一低周波数電流が、被験者Ｓに注射される生体インピーダンス
分析（ＢＩＡ）を用いることが可能である。測定したインピーダンスは、浮腫の評価にお
いて直接使用される。対照的に、生体インピーダンススペクトロスコピ（ＢＩＳ）装置は
、非常に低周波数（４ｋＨｚ）からより高周波数（１０００ｋＨｚ）に至る周波数を利用
するが、前記装置は、この範囲内の２５６以上の互いに異なる周波数を使用することによ
って、多数のインピーダンス測定がこの範囲内で行えるようにすることが可能である。
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【００５９】
　従って測定装置１００は、好適実施に依存して、単一周波数で、同時に複数の周波数で
交流信号を適用するか、逐次的に互いに異なる周波数で幾つかの交流信号を適用するかの
何れかである。適用信号の周波数または周波数範囲は、行われる分析にも依存し得る。
【００６０】
　一実施例において適用信号は、固定電流源か、そうでなければ制限電流源由来の周波数
の高い電流なので、最大許容性被験者補助電流を超えない。しかし、また電圧信号は、測
定される被験者において誘導される電流で適用され得る。信号は、定電流信号、インパル
ス関数信号または定電圧信号の何れかであることが可能である。電流が測定される場合、
最大許容性被験者補助電流を超えない。
【００６１】
　電位差と電流のうちの何れか一方は、第２電極１１５，１１６の間で測定される。獲得
信号と測定信号は、たとえばＥＣＧなどの人体によって生成される電位と適用電流によっ
て生成される電位の重ね合わせであろう。
【００６２】
　任意に第２電極間の距離が、測定と記録され得る。同様に、たとえば身長、体重、年齢
、性別、健康状態、任意の治療介入と前記介入が起こった日付と時間などの被験者に関連
する他のパラメータが、記録され得る。たとえば現在の投薬などの他の情報も記録され得
る。
【００６３】
　インピーダンスの正確な測定を支援するため、バッファ回路が、コネクタに配置され得
る。前記コネクタは、第２電極１１５，１１６を第２リード１２５，１２６に接続すべく
用いられる。これによって、被験者Ｓの電圧応答の正確な検出が保証され、特に第２リー
ド１２５，１２６の応答による測定電圧への寄与をなくすと共に、信号損失を減らすのに
役立つ。
【００６４】
　これによって、次には第２リード１２５，１２６の動作に起因するアーチファクトが大
きく減る。これは、期間が通常数時間続き、この期間中に被験者があちこち動くと共に位
置を変え得る透析中の液体レベルの監視などの幾つかの適用において特に重要である。
【００６５】
　更に別の選択肢は、電圧をディファレンシャルに測定することである。すなわち各々の
第２電極１１５，１１６での電位測定に用いられるセンサは、単一末端装置と比べて半数
の電位を測定するだけでよい。
【００６６】
　測定装置１００は、第１電極１１３，１１４と第１リード１２３，１２４の間のコネク
タに配置したバッファも備え得る。一実施例において、電流は、被験者Ｓを通じてディフ
ァレンシャルに駆動または供給可能である。これも共通モード電流を半減することによっ
て、寄生容量を大きく減らした。ディファレンシャルシステムを用いる別の特別な利点は
、各々の第１電極１１３，１１４のコネクタに組み込まれるマイクロエレクトロニクスも
、被験者Ｓ、従って第１リード１２３，１２４が動く場合に生じる寄生容量を除去するこ
とである。
【００６７】
　獲得信号は、適用周波数でシステムのインピーダンスを得るべく、復調される。重複周
波数を復調する１つの適切な方法は、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）アルゴリズムを用いる
ことによって、時間ドメインデータを周波数ドメインに変換することである。これは通常
、適用電流信号が、適用周波数の重ね合わせである場合に用いられる。測定信号のウィン
ドウイングを必要としない別の技法は、スライドウインドウＦＦＴである。
【００６８】
　適用電流信号が、互いに異なる周波数の掃引から形成される場合、たとえば信号発生器
から得られる参照正弦波と余弦波、または測定した正弦波と余弦波と測定信号を乗算し、
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更に全サイクル数にわたって積分することなどの処理技法を用いることがより一般的であ
る。この方法は、任意の周波数応答を拒否すると共に、ランダムノイズを有意に減らす。
【００６９】
　他の適切なデジタル式とアナログ式の復調技法は、当業者には公知であろう。
　生体インピーダンススペクトロスコピの場合において、インピーダンス測定値またはア
ドミタンス測定値は、記録電圧と電流信号を比較することによって、各々の周波数での信
号から決定される。復調アルゴリズムは、各々の周波数で振幅位相信号を生成し得る。
【００７０】
　図２は、浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘを生成する装置の動作の実施例を記載する。
　この実施例において、ステップＳ２００で処理装置１０２は、被験者Ｓに電流信号を適
用させ、被験者Ｓを通した誘導電圧は、ステップＳ２１０で測定される。測定電圧と適用
電流を表わす信号は、分析すべく処理装置１０２に戻される。
【００７１】
　前記プロセスが、浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘを決定すべく用いられている場合、こ
れは通常、浮腫を受け易いことが疑われる被験者Ｓの少なくとも一部分に対して行われる
と共に、被験者の別の健常部分についても繰り返され得る。従ってたとえば四肢浮腫の場
合、このプロセスは通常、「リスクのある肢」（以後、全般的に「患肢」と称する）か、
患肢とは逆側の肢で行われる。しかし、前記プロセスが、たとえば水和インジケータなど
の他のインジケータを決定すべく用いられている場合、全身インピーダンス測定が行われ
得る。この場合の部分は、被験者全身に対応する。
【００７２】
　当然のことながら電流信号と電圧信号の適用は、インジケータを得る分析の実行におい
て用いられる別の処理装置によって制御され得るので、単一処理装置を用いることは、実
施例にすぎない。
【００７３】
　ステップＳ２２０で測定電圧信号と電流信号は、電流が多数の周波数か単一周波数のみ
で適用されるかに依存して、１または複数の測定インピーダンス値を決定すべく、処理装
置１０２によって用いられる。一実施例においてこれは、健肢のインピーダンスを表わす
第１インピーダンス値と、患肢のインピーダンスを表わす第２インピーダンス値とを含む
。しかし、またこれは、全身のインピーダンスを表わすインピーダンス値であり得る。
【００７４】
　１または複数のインピーダンス値が決定されると、これらは、インジケータを得るため
、参照と共に処理装置１０２によって用いられる。これは、好適実施に依存して幾つかの
方法のうちの何れか１つで達成され得る。
【００７５】
　一実施例において、たとえば被験者内の液体レベルの示度などの被験者パラメータに関
連する情報を提供する。これは、たとえばゼロ周波数、特性周波数、および無限周波数で
のインピーダンスなどの測定インピーダンス値か、それらから得られるインピーダンスパ
ラメータ値に基づくことが可能である。インジケータは通常、参照に比較してスケーリン
グされることによって、被験者パラメータの相対値の示度を提供する数値形式である。前
記相対値は、次にはたとえば浮腫、水和レベルなどの状態の有無または程度を示すことが
可能である。
【００７６】
　これは一般に、インジケータが、線形インジケータで表わせるように達成され、関連ス
ケールに対するポインタの位置は、被験者パラメータの相対値を示す。一実施例において
、線形インジケータは、状態の有無を示す範囲を表わす所定値での域値を含むことが可能
である。
【００７７】
　従ってインジケータが浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘの場合、数値つまりポインタ位置
は、肢の相対的な細胞外液体レベルの示度であることが可能である。前記示度は、次に起
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こり得る浮腫の有無または程度を示すべく用いることが可能である。これに関して当業者
は、任意のそのようなインジケータが絶対ではないことと、実際にこのインジケータが、
測定値を解釈し、更に任意の診断を行えるようにすべく、医療専門家に情報を示す機構で
あることとを理解し得る。
【００７８】
　浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘは、「患肢」で測定したインピーダンスだけに基づくこ
とが可能である。しかし、より一般的に浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘは、患肢のインピ
ーダンスに対して健肢のインピーダンスを表わすインピーダンス比に基づく。当然のこと
ながらこれは、容易にスケーリングされる無次元数値を提供すると共に、被験者内の絶対
液体レベルの固有の変動も考慮に入れるので、特に有益である。
【００７９】
　健常者において、両肢のインピーダンスは類似しており、インピーダンス比は、約１．
００になることが認められるだろう。しかし健常被験者の集団調査において、インピーダ
ンスの僅かな差が、肢の肢優位性のために記録されたことが認められた。従って患者比と
の比較に用いられる平均「正常」比は、患者の患肢が、優位肢であるか否かに依存して異
なり得る。
【００８０】
　何れにしても肢の細胞外液が増加すると、その肢のインピーダンスは減少する。その結
果として患肢の細胞外液の容積が増加するので、インピーダンス比は、増加する。従って
インピーダンス比の増加につれて、患者の状態は悪化する。
【００８１】
　一実施例において患者のリンパ浮腫の評価には、健常個体群において確立された正常範
囲３２０のインピーダンス比とのインピーダンス比の比較が用いられる。インピーダンス
比が、平均比から３標準偏差３σよりも大きな患者は、リンパ浮腫を有すると定義される
。
【００８２】
　リンパ浮腫療法士と臨床医による使用と理解を容易にするため、予め選択された域値を
用いることによって、浮腫の有無を示唆する液体レベルを示し得るように、インピーダン
ス比が、スケーリングされる。このため、平均値（または別の適切値）から３標準偏差３
σが、所定域値によって表わされるように、インピーダンス比値をスケーリングすべく、
参照個体群が用いられる。
【００８３】
　一実施例において域値は、「１０」の値に設定され、従ってスケーリングされたインデ
ックス比が、「１０」よりも大きい値を有する場合、これは、患肢の浮腫の存在を示す。
スケーリングされたインピーダンス比が、「－１０」～「１０」である場合、これは、こ
の値が正常個体群範囲内にあることを示すので、一般的に浮腫は存在しないことを示す。
【００８４】
　スケーリングされたインピーダンス比値が、「－１０」未満の場合、これは通常、更に
検討を必要とする測定に関する問題が生じたことを示す。これはたとえば、電極が被験者
に不正確に接続されていることか、患肢が不正確に同定されたことを含む。
【００８５】
　しかし当然のことながら、浮腫域値であるとする「１０」の値が、例示のためだけであ
るように任意のスケーリングが使用され得ると共に、実際に値は、任意の適切な数に選択
され得る。しかし、当業者には当然のことながら、域値に記憶し易い整数を選択すること
によって、浮腫の存在を同定する方法が、ずっと容易になる。
【００８６】
　インジケータが、たとえば水和レベルなどの他の状態に用いられる場合、ポインタの位
置を用いることによって、たとえば被験者の全身内の全液体レベルなどの別の被験者パラ
メータを示すことが可能である。一実施例において、個体群平均値からの４標準偏差が、
「１００」の値を有し得るように、関連サンプル個体群から得られた参照に比較して値が
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スケーリングされる。これは、ユーザが任意の決定インジケータ値を迅速に評価できるよ
うにし、更に標準正常個体群に対して被験者の水和レベルに関する迅速評価をより容易に
し、次に脱水または過水和を示唆する。
【００８７】
　インジケータが決定されると、インジケータの表記が、ステップＳ２４０でオペレータ
に表示され得る。
　図３Ａと図３Ｂは、そのような浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘの表記の実施例を記載す
る。
【００８８】
　これらの実施例において、表記は、関連スケール３０１とポインタ３０２を備える線形
インジケータ３００の形式である。スケール３０１に対するポインタ３０２の位置は、被
験者パラメータを示し、この実施例において被験者の健肢と患肢で決定された液体レベル
の比を表わすインピーダンス比に基づく。
【００８９】
　図３Ａの実施例において、参照個体群が利用可能なので、これを用いることによって、
関連サンプル個体群で行われた対応インピーダンス比測定値の平均インピーダンスと標準
偏差を決定する。インジケータの表記は、正常個体群の平均インピーダンス比を表わす平
均インジケータ３１０も含む。正常個体群の平均インピーダンス比は、スケール３０１上
で「０」に設定される。上限と下限は、平均値３１０から３標準偏差３σに設定されると
共に、それぞれスケール３０１上で「－１０」と「＋１０」に設定される。
【００９０】
　使用時、下限３１１と上限３１２は、正常範囲３２０、検討範囲３２１、および浮腫範
囲３２２を規定する。範囲は、たとえば正常範囲３２０が陰影付きの緑色、一方、検討領
域３２１は陰影なし、更に浮腫領域３２２は陰影付きの赤色であるように、線形インジケ
ータに背景色を用いることによって示すことが可能である。これによって、オペレータが
範囲内のポインタ３０２の位置を迅速に評価できるようになり、示された液体レベル情報
に基づく浮腫の高速および正確な診断が可能になる。
【００９１】
　従って、図３Ａの実施例において、ポインタ３０２は、１６．６の値に位置決めされ、
ポインタ３０２が浮腫領域３２２に位置するので、被験者の液体レベルが恐らく患肢に浮
腫を示すことをユーザに示す。
【００９２】
　この実施例において、線形インジケータは、「２０」の値まで広がっているので、決定
された１６．６の値に対応可能である。しかし当然のことながら線形インジケータは、決
定されたインジケータ値に対応するのに必要とされる任意の値まで広げることが可能であ
る。特に極端なインジケータ値が表示すべき場合、線形スケールがそれでも明瞭であるよ
うにするために、線形インジケータ３００は、スケールがより高値まで広げられるように
する切れ目を含み得る。この実施例は、図３Ｃに示され、切れ目３０５を用いることによ
って、線形インジケータ３００を２つの部分３００Ａ，３００Ｂに分離する。この実施例
において第１線形インジケータ部分３００Ａは、「－１０」から「＋２０」まで広がって
いるが、第２線形インジケータ部分３００Ｂは、「＋７０」から「＋９０」まで広がって
いるので、インジケータ部分３０５Ｂにおいてポインタ３０２を適切に位置決めすること
によって、インジケータ値「８０」が表示できるようにする。
【００９３】
　線形インジケータ３００は、オペレータに任意の浮腫の潜在的な重篤度を明示し易いの
で好まれるが、これは、絶対不可欠ではなく、特に異常値のインジケータ値が決定される
場合、スケールは、選択的に改変され得る。従って、たとえば線形インジケータは、決定
されたインジケータ値が表示できるようにすべく、その全長またはその一部にわたって対
数スケーリングなどを含み得る。
【００９４】
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　インジケータ値が、「－１０」～「＋１０」にある場合、これは、被験者Ｓが正常範囲
３２０内にあることを示し、従って浮腫を有さないことを示す。最後に、インジケータ値
が「－１０」よりも下にある場合、被験者Ｓは検討範囲３２１内にあり、測定値が更に検
討される必要があることを示す。特に患肢が、健肢の値よりも有意に小さいインピーダン
ス値を有することは極めて稀なので、これは、たとえば患肢の不正確な指定、または電極
の不正確な接続などの、恐らく測定エラーがあったことを示す。
【００９５】
　図３Ｂの実施例において、参照個体群が利用できないので、表記は、平均値３１０また
は下限３１１または上限３１２を含まない。この場合、インジケータ値は、それでもやは
りスケーリングされるが、参照個体群の平均値と標準偏差に基づきこれを行うというより
はむしろ、これは、平均値と標準偏差のデフォルト標準値を用いて達成される。
【００９６】
　結果として、「１０」よりも上の浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘは、それでも浮腫を示
すが、参照が利用可能な場合よりも信頼性に欠けるインジケータであり得る。これを考慮
するため、域値３１１，３１２、従って特定範囲３２０，３２１，３２２が、表記から除
外され、スケーリングされた被験者パラメータ値が、決定的ではないが、被験者の浮腫状
態を示すことをオペレータに強調する。
【００９７】
　図４は、片側性四肢浮腫のインジケータを決定する方法の実施例を詳細に記載する。
　この実施例において、ステップＳ４００で被験者の詳細が決定され、処理装置１０２に
提供される。被験者詳細は通常、例えば肢優位性などの情報、何れかの医療介入の詳細、
および被験者の年齢、体重、身長、性別、民族性その他のような被験者に関する情報を含
む。被験者詳細は、以下でより詳細に記載されるように、適切な参照正常個体群の選択に
おいて、およびレポートを作成するために用いられることが可能である。
【００９８】
　当然のことながら被験者詳細は、たとえばＩ／Ｏ装置１０５などの適切な入力手段を介
して処理装置１０２に供給され得る。従って被験者測定が行われる度に、この情報が測定
装置１００に入力可能である。
【００９９】
　しかし、より一般的に情報は、一回入力され、外部インターフェース１０３を介して周
辺装置１０４として接続され得る適切なデータベースなどに保存される。データベースは
、前回の浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘ、基線測定値または被験者に対して記録されたイ
ンピーダンス測定値に関する情報と共に、被験者詳細を表わす被験者データを含むことが
可能である。
【０１００】
　この場合、オペレータが、被験者詳細を提供するように要求されると、オペレータは、
処理装置１０２を用いることによって、被験者詳細を検索できるようにする検索データベ
ースオプションを選択可能である。これは通常、たとえば医療機関への入院で個人に割当
てられた独自の番号などの被験者識別子に基づき行われるか、または名前などに基づき行
われ得る。そのようなデータベースは一般的に、ＨＬ７形式の対応遠隔データベースであ
るが、任意の適切なデータベースが用いられ得る。
【０１０１】
　一実施例において被験者は、被験者識別子を示すコード化データを含むリストバンドま
たは他の装置を提供可能である。この場合、測定装置１００は、被験者識別子を検出でき
ると共に、処理装置１０２に提供できるようにする、たとえばバーコードまたはＲＦＩＤ
（無線ＩＣタグ）リーダなどの周辺装置１０４に連結可能である。処理装置１０２は、次
に被験者詳細をデータベースから検索できるようにする。次に処理装置１０２は、データ
ベースから検索された被験者詳細の指示を表示可能であり、オペレータがこれらを見直し
、更に処理する前にこれらの正確性を確認できるようにする。
【０１０２】
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　ステップＳ４１０で患肢または「リスクのある肢」が、決定される。これは、好適実施
に依存して幾つかの方法のうちの何れか１つの方法で達成され得る。従ってたとえば、患
肢は、Ｉ／Ｏ装置１０５のような適切な入力手段を用いて示すことが可能である。またこ
の情報は、患肢の指示、または行われた任意の医療介入の詳細を含み得る被験者詳細から
直接入手可能である。前記被験者詳細は、次に患側肢を示す。
【０１０３】
　ステップＳ４２０でインピーダンス測定を実行できるようにすべく、オペレータは、被
験者Ｓに電極を配置すると共に、リード１２３，１２４，１２５，１２６を接続する。一
般的配置は、図５Ａに示すように手の指関節基部と、手首の骨突起部分の間と、図５Ｂに
示すように足の指の付け根と、足首の前面とに電極を提供することである。図５Ｃと図５
Ｄに示す構成は、右腕６３１と右足６３３をそれぞれ測定できるようにするが、当然のこ
とながら対応配置を用いることによって、左足６３４と左腕６３２のインピーダンスを測
定可能である。
【０１０４】
　当然ながらこの構成は、等電位理論を用いて、電極位置がインピーダンス測定の再現可
能な結果を提供できるようにする。たとえば図５Ｃにおいて電流が、電極１１３と１１４
の間に注入されると、腕全体が等電位にあるので、電極１１６は、左腕６３２にそって何
処にでも配置され得る。
【０１０５】
　これは、オペレータによる電極の配置が粗末なことに起因する測定値の変動を大きく減
らすので有益である。また、部分的身体測定の実行に必要とされる電極数を大きく減らす
と共に、図示される限定接続が、各々の四肢を個別に測定すべく使用できるようにする。
【０１０６】
　しかし、当然のことながら任意の適切な電極とリード配置が、用いられ得る。
　ステップＳ４３０で患肢と対側肢のインピーダンスが測定される。これは、１または複
数の電流信号を被験者に適用し、次に被験者Ｓを通じて誘導された対応電圧を測定するこ
とによって、達成される。当然ながら、実際には信号発生器１１１、およびセンサ１１２
は、適用電流と測定電圧を示す信号を処理装置１０２に戻し、インピーダンスを決定でき
るようにする。
【０１０７】
　この後に肢インピーダンス比ＩＲが決定されるが、これを得る方法は、実行されるイン
ピーダンス測定の特性に依存することになる。
　生体インピーダンススペクトロスコピ分析の場合、インピーダンス比は、たとえばゼロ
周波数、特性周波数、または無限周波数でのインピーダンス値（Ｒ０，Ｚｃ，Ｒ∞）など
のインピーダンスパラメータ値に基づくことが可能である。
【０１０８】
　従ってステップＳ４４０で、これらの値は、被験者のインピーダンス応答に基づき得ら
れることが可能であり、一般にコール（Ｃｏｌｅ）モデルと称される以下の方程式を用い
て一次レベルでモデリング可能である。
【０１０９】
　Ｚ＝Ｒ∞+（Ｒ０－Ｒ∞）／（１+（ｊωτ））　。
　式中、Ｒ∞は、無限適用周波数でのインピーダンス、
　　　　Ｒ０は、ゼロ適用周波数でのインピーダンス、
　　　　ωは、角周波数、
　　　　τは、被験者応答をモデリングする容量性回路の時定数。
【０１１０】
　しかし、上記は、細胞膜が不完全なコンデンサであるという事実を考慮に入れない理想
状態を表わす。これを考慮すると、以下の改変モデルになる。
　Ｚ＝Ｒ∞+（Ｒ０－Ｒ∞）／（１+（ｊωτ）（１－α））　。
【０１１１】
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　式中、αは、０～１の値を有し、理想モデルから実システムへの偏差のインジケータと
して評価可能である。
　インピーダンスパラメータ値Ｒ０とＲ∞は、たとえば以下の
　・互いに異なる周波数で決定されたインピーダンス値に基づき連立方程式を解くことと
；
　・繰返し数学的手法を用いることと；
　・「ウェッセル（Ｗｅｓｓｅｌ）プロット」の外挿法と；
　・たとえば多項式関数の使用など、関数当て嵌め手法を行うことと
によるなど、幾つかの方法のうちの何れか１つの方法で決定され得る。
【０１１２】
　何れにしても、この実施例においてインピーダンス比ＩＲは、以下の方程式を用いてス
テップＳ４５０で決定可能である。
　ＩＲ＝Ｒ０ｕｌ／Ｒ０ａｌ　。
【０１１３】
　式中、ＩＲは、インピーダンス比であり、
　　　　Ｒ０ｕｌは、ゼロ周波数での健肢のインピーダンスであり、
　　　　Ｒ０ａｌは、ゼロ周波数での患肢のインピーダンスである。
【０１１４】
　この実施例において、インピーダンスパラメータ値Ｒ０は、次に浮腫の有無または程度
を示す、各々の肢の細胞外液体レベルを全般的に示すように用いられる。しかし他のイン
ピーダンスパラメータ値を用いることが可能である。
【０１１５】
　また生体インピーダンス分析の場合、インピーダンス比は通常、たとえば５０ｋＨｚ以
下などの単一低周波数で測定した実インピーダンスによって与えられる。何故ならこれは
、Ｒ０の優れた近似なので、細胞外液体レベルを全般的に示すからである。しかし、また
インピーダンス比は、リアクタンス、抵抗または位相測定値、またはその組合せに基づく
ことが可能である。
【０１１６】
　ＩＲ＝Ｚｕｌ／Ｚａｌ　。
　式中、Ｚｕｌは、健肢の測定インピーダンスであり、
　　　　Ｚａｌは、患肢の測定インピーダンスである。
【０１１７】
　ステップＳ４６０で参照が選択される。参照は通常、試験下の被験者に関連する正常個
体群（被験者は浮腫を患っていない）で行われた対応測定から得られる。従って正常個体
群は通常、たとえば行われた医療介入、民族性、性別、身長、体重、肢優位性、患肢その
他の因子を考慮に入れて選択される。
【０１１８】
　従って試験被験者が、利き腕に片側リンパ浮腫を有する女性である場合、正常個体群デ
ータベースから抽出した正規化データは、正常個体群データベースに存在する女性被験者
の利き腕インピーダンス比測定値から算出されることになる。
【０１１９】
　従ってこの段階で処理装置１０２は通常、データベースなどに保存された参照個体群に
アクセスする。これは、被験者詳細を用いて処理装置１０２によって自動的に行われ得る
。従ってたとえばデータベースは、特定の被験者詳細を与えられると、使用されるべき正
常個体群を指定する参照テーブルを含み得る。また選択は、前回の操作中、医療有資格オ
ペレータによって行われる選択に基づく発見的アルゴリズムを用いて取得可能な所定記録
に従って達成され得る。またこれは、好適実施に依存してオペレータの制御下で達成され
得る。
【０１２０】
　当業者にとって当然のことながら、オペレータは、局所的に保存されたそれら独自の参
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照を備え得る。しかし適切な参照が利用できない場合、処理装置１０２は、たとえば適切
なサーバ構成を介して中央保管所から参照を検索すべく用いられることが可能である。一
実施例においてこれは、使用回数によって行われ得る。
【０１２１】
　また適切な参照が利用不可能な場合、所定標準参照値を用い得る。
　一実施例において参照値は、正常個体群の平均インピーダンス比μと、前記平均インピ
ーダンス比の３標準偏差３σとに基づき、実例値を以下に示す。しかし当然ながら、必要
に応じて互いに異なる値を使用でき、これらの値は例示にすぎない。
【０１２２】
　μ＝１．００。
　３σ＝１．１０２。
　所定参照値を使用することによって、浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘが得られるが、当
然ながらこれは、必ずしも浮腫の有無または程度を示さないので、以下で更に詳細に記載
するように、インジケータは、任意の域値と関係なく表示され得る。
【０１２３】
　ステップＳ４７０で肢浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘは、参照を利用して生成される。
上記のように、これは通常、参照個体群を用いて、特に参照の平均値μと標準偏差σを用
いて、インピーダンス比ＩＲをスケーリングすることによって達成される。
【０１２４】
　上記のように、これは、３標準偏差３σの値が、記憶し易い値に対応できるように行わ
れる。そのため、一実施例において浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘへのインピーダンス比
の変換は、以下の式によって規定される。
【０１２５】
　Ｌ＿Ｄｅｘ　＝　ｓｆ×（ＩＲ－μ）／（３σ－μ）　。
　　式中、ＩＲは、インピーダンス比であり、
　　　　　μは、参照個体群の平均インピーダンス比であり、
　　　　　３σは、平均個体群インピーダンス比値からの３標準偏差であるインピーダン
ス比値である。
【０１２６】
　ｓｆは、倍率である。
　倍率ｓｆは、域値が記憶し易い値に対応できるように選択され、具体的には倍率ｓｆは
通常、整数値であり、より一般的には１０の倍数である。従って一実施例において倍率ｓ
ｆは、域値が「１０」に存在できるように、「１０」の値に設定される。結果として「１
０」よりも大きな浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘは浮腫を示すが、「１０」よりも小さな
値は浮腫が存在しないことを示すために用いられる。
【０１２７】
　この実施例において、リスクのある腕が利き腕であり、インピーダンス比ＩＲが１．２
０７の被験者Ｓでは、被験者のインピーダンス比は、適切な正常個体群を用いてスケーリ
ングされる。この実施例では、正常個体群は、１．０３７の平均インピーダンス比値μと
１．１３９の３標準偏差値３σを有する。これによって、以下の浮腫インジケータ値Ｌ＿
Ｄｅｘとなる。
【０１２８】
　Ｌ＿Ｄｅｘ　＝　１０×（１．２０７－１．０３７）／（１．１３９－１．０３７）　
。
　いずれにしても、浮腫インジケータ値Ｌ＿ＤｅｘがステップＳ４７０で算出されると、
浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘの表記がステップＳ４８０でユーザに表示可能であり、浮
腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘは、たとえば被験者詳細の一部としてデータベース内に任意
に記録される。浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘは、たとえば測定が行われた時間と日付、
測定装置１００のオペレータの詳細などの任意の関連情報と共に保存可能である。これに
よって、測定浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘが、後に検索でき、浮腫の発生と進行のうち
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の少なくとも一方の追跡に利用できるようになるので、治療の有効性または必要性を評価
できるようになる。
【０１２９】
　表記の表示は、任意の適切な技法を用い得るが、たとえばＩ／Ｏ装置１０５を用いる適
切なディスプレイ上に表記を提示することによるか、または適切なプリンタを用いてハー
ドコピー形式で表記を提供することによるなど、幾つかの方法で達成され得る。
【０１３０】
　任意の適切な形式の表記が用いられ得るが、一実施例において表記は、以下の
　１．患者にリンパ浮腫があるか？
　２．健常人に比較してリンパ浮腫は、どの程度悪いか？
　３．患者の状態は、前回の測定から改善したか、悪化したか？
　４．開始時からの患者の全般的な変化はどうか？
の質問のうちの何れか１つまたは複数に指示を与えるような方法で示される。
【０１３１】
　一実施例においてこれは、図３Ａと図３Ｂに関して上記したものと同様の線形スケール
として浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘを表示することによって達成される。
　図６Ａ～図６Ｃは、線形スケールの更に別の実施例を示す。これら図は、それぞれ正常
範囲３２０内の測定値、浮腫範囲３２２内の測定値、および検討範囲３２１内の測定値を
示す。
【０１３２】
　これらの実施例において、表記は、テキスト情報６００とアイコン６０１の形式で更に
別の情報を含む。この実施例において、テキスト情報６００は、測定日、浮腫インジケー
タ値Ｌ＿Ｄｅｘ、および浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘが正常範囲３２０にあるか否かを
示す。更にアイコン６０１は、浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘが、正常範囲３２０にある
か否かを示す。この実施例においてアイコン６０１は、浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘが
正常範囲３２０内にある場合、チェックの形をとり、浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘが正
常範囲３２０から外れて、検討範囲３２１または浮腫範囲３２２の何れかにある場合、図
６Ｂと図６Ｃに示すように警告アイコンの形をとる。
【０１３３】
　図６Ｄは、更に別の実施例を示す。図６Ｄにおいて、正常個体群の分布は、ガウス（Ｇ
ａｕｓｓｉａｎ）分布６１０として線形インジケータ３００上に表示される。この実施例
において、更に別のテキスト情報６１１は、たとえば個体群平均値と標準偏差値、および
個体群分布に対する被験者の浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘの相対位置などの情報を含む
。
【０１３４】
　従って、当然のことながら上記の表記は、オペレータが以下の
　・正常（平均）浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘの値と正常範囲３２０の値、
　・測定日、
　・被験者の浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘ、
　・被験者のインピーダンス比が、正常範囲３２０、検討範囲３２１、または浮腫範囲３
２２にある場合の示度、
　・被験者の臨床評価が、たとえば被験者の浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘが検討領域に
ある場合に必要とされるか否かの示度
のうちの１または複数に容易にアクセスできるようにする。
【０１３５】
　当然のことながら、表記は、更に別の形状構成も含み得る。従って、たとえば線形イン
ジケータ３００は、高値の浮腫インジケータ数を取り扱うことが可能な圧縮スケールを含
むスケールの何れかの端部に「オーバーフロー」バッファを含むことが可能である。更に
、あるいは別に線形インジケータは、ディスプレイ上の関連情報に適合するように自動的
にスケーリング可能である。表示されたレポートは、患者情報、測定日、表題なども含む
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ことが可能である。
【０１３６】
　図７Ａと図７Ｂに示すように、更に別の実施例において、表記は、基線に対して被験者
の浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘがどのように変化しているかを示すべく、改変可能であ
る。
【０１３７】
　これを達成するため、処理装置１０２は、データベースから、被験者Ｓで測定した基線
とは任意に、他の前回浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘにアクセスする。
　通常、基線浮腫インジケータは、患者の治療歴において有意性を有する浮腫インジケー
タ測定値から生じる。使用時の一般的な基線は、管理療法の治療を開始する前に、リンパ
浮腫を患う患者に行われた浮腫インジケータ測定値であろう。この測定値は、開業医が、
本測定値に対して治療を開始してから患者がどの程度改善したかを正確に評価できるよう
にする。基線測定は、外科手術前と前リンパ浮腫状態にも行われ得る。その場合、基線浮
腫インジケータは、個々の患者に対して「正常な」健常浮腫インジケータを確立するので
、その後、患者の進行を監視する基準点として用いられることが可能である。基線は、単
一測定値を用いて設定されるか、ユーザによって指定される幾つかの測定値の平均値から
作られることも可能である。
【０１３８】
　いずれにしてもこの実施例において、線形インジケータ３００上のポインタ３０２は、
それぞれ浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘの基線値、前回値、および現在値を表わすインジ
ケータバー７００，７０１，７０２に置き換えられる。インジケータバー７００，７０１
，７０２のうちの各々１つは、対応する測定が行われた日付を示す７１１，７１２で示す
ように表示された関連日を有し得る（明確にするため、この実施例において２つしか示さ
れない）。
【０１３９】
　これに加えて、表記は、図示されるように、基線７００と前回測定値７０１の間と、前
回測定値７０１と現測定値７０２の間との浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘの変化を示す変
化インジケータ７２１，７２２を含むことが可能である。この実施例において、変化イン
ジケータ７２１，７２２は、値の増加または減少を示す小数点第１位までの小数として、
現在と前回の浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘの間の差を表わす。しかし、任意の適切な表
記を用い得る。
【０１４０】
　正常個体群が浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘのスケーリングにおいて用いられる場合、
線形インジケータ３００はこの場合も、図７Ａに示すように、正常範囲３２０を規定する
域値３１１，３１２を含む。しかし、正常個体群が利用不可能な場合、先の実施例のよう
に、所定参照値が用いられ、図７Ｂに示すように、域値３１１，３１２、従って正常範囲
３２０は表示されない。
【０１４１】
　当然のことながらこれは、その比が、前記患者に対して確立された基線からどの程度変
化したかを伝達する方法で浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘが表示できるようにする。
　図８Ａと図８Ｃは、経時的な浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘの変化を表わす更に別の表
記を示す。
【０１４２】
　図８Ａと図８Ｂにおいて、浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘは、経時的な浮腫インジケー
タ値Ｌ＿Ｄｅｘの長期的進行を記録する進行チャートとして表わされる。この実施例にお
いて、進行チャートは、測定が行われた時間と日付を表示するｘ軸８００と、浮腫インジ
ケータ値Ｌ＿Ｄｅｘを含むｙ軸８０１とを含む。
【０１４３】
　基線示度数での浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘは、参照正常個体群８０３の平均値と共
に８０２で示すことも可能である。実際に測定した浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘは、全
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般的に８１０で示すようにグラフで表示される。
【０１４４】
　参照正常個体群が利用可能な場合、平均値μからの３標準偏差３σを表わす域値が、３
１１，３１２に示すように表示でき、正常範囲３２０、検討範囲３２１、および浮腫範囲
３２２は、チャート上の着色背景領域を用いて示されている。参照正常個体群が利用不可
能な場合、域値３１１，３１２、および領域３２０，３２１，３２２は、図８Ｂに示すよ
うに省略される。
【０１４５】
　一般的に処理装置１０２は、表示するため、データベースに保存された被験者詳細から
様々な測定値を選択すべく選択機構が使用できるようにすることが可能である。この選択
機構は通常、たとえば５最新測定値と１０最新測定値などの被験者のデータベース内の全
測定値を表示すべく、デフォルト値を用いる。
【０１４６】
　一実施例において、処理装置１０２は、たとえば図８Ｂにおいて８２０で示すスライダ
などの入力手段をユーザに提供可能である。スライダ８２０は、最も前の測定値から、よ
り最近の測定値までユーザがポインタ８２１を「スライド」させると、共通履歴機構を増
やしたり、減らしたりできるようにする。これによって、オペレータが被験者のデータベ
ース内の日付と時間を付けた測定値を素早くスキャンできるようになり（または測定値別
に）、次に浮腫の進行を素早く精査できるようになる。これはまた、オペレータが総計２
０のうちの最新の５測定値のみを選択できるようにする。これによって、患者の全履歴が
表示される場合、詰めすぎのように見えるデータポイントの多すぎる履歴チャートを、回
避するのに役立ち得る。
【０１４７】
　浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘの表示に加えて、任意の他の測定した数値パラメータは
、経時的な測定値の変化を示す同様のチャートで提示可能である。これは、インピーダン
ス測定値と、たとえばゼロ周波数、特性周波数、または無限周波数でのインピーダンスな
どのインピーダンスパラメータ値を含むことが可能である。
【０１４８】
　図８Ｃは、更に別の選択肢を示す。この実施例において、浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅ
ｘは、インピーダンスベクトルプロットの一部として表示される。
　この実施例においてチャートは、健腕のインピーダンスを表わすｘ軸８３０と、患腕の
インピーダンスを表わすｙ軸８３１とを含む。浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘは、ポイン
ト８３２によって表わされる。
【０１４９】
　再び、参照として正常個体群が利用可能な場合、域値３１１，３１２は、正常範囲３２
０、検討範囲３２１、および浮腫範囲３２２を規定すべく表示可能である。
　図９に示すように、更に別の変形は、１または複数の上記の表記を含むレポートのうち
の一部として、浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘの表記を提供することである。
【０１５０】
　一般的にレポートは、Ａ４またはＵＳＡレターページに適合するように構成され得る。
それによって、レポートが標準片側浮腫レポートの機能を果たせるようにする。
　この実施例において印刷可能なレポートは、全般的に９００，９０１，９０２，９０３
，９０４で示す幾つかの部分を包含する。使用時、レポートは、データベースから検索さ
れた被験者に関するデータを用いることによって投入される標準テンプレートを用いて、
処理装置１０２によって作成される。
【０１５１】
　この実施例において、レポートのヘッダ部分９００は、浮腫検出測定を実行するオペレ
ータ、被験者、オペレータを雇用する事業体の詳細と、ＵＳＡ補償政策によって要求され
るＣＰＴコード化と他の情報を概説する。
【０１５２】
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　進行中の分析部分９０１は、図６Ａ～図６Ｃに関して上記されるものに類似する表記を
用いて、現在の浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘを表示すべく提供される。
　変化分析部分９０２は、図７Ａと７Ｂに関して上記されるものに類似する表記を用いて
、浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘの変化を表示すべく提供される。
【０１５３】
　履歴分析部分９０３は、図８Ａと図８Ｂに関して上記されるものに類似する表記を用い
て、浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘの履歴を表示すべく提供される。
　最後にフッタ部分９０４は、任意の更に別の注記とオペレータの署名を提供できる。
【０１５４】
　従って当然のことながらレポートを用いることによって、被験者に浮腫の現在の状態と
進行の両分析を提供できると共に、状態の測定と治療の両方に関する費用の償還を可能に
することができる。
【０１５５】
　当然のことながら上記の技法を用いることによって、様々な被験者パラメータに関する
様々な互いに異なるインジケータを可能にし得るので、様々な状態の診断が測定と表示で
きる。
【０１５６】
　図１０～図１４は、別のインジケータの実施例を記載する。
　図１０Ａは、水和インジケータ値ｈｙ＿ｄｅｘ、脂肪量インジケータ（ＦＭインジケー
タ）、および他の身体組成インジケータを含む幾つかの他のインジケータを決定する方法
のフローチャートである。
【０１５７】
　水和インジケータ値ｈｙ＿ｄｅｘは、サンプル参照個体群の正常水和レベルに比較して
スケーリングされた、被験者の水和レベルの示度である。これによって記憶し易い値が、
被験者が脱水状態になっているか、過水和状態であるかを示せるようになる。
【０１５８】
　脂肪量インジケータを用いることは被験者の脂肪対除脂肪量を示すが、身体組成インジ
ケータを用いることは様々な身体組成パラメータの指示を提供する。これは、たとえば細
胞内と細胞外の液体レベルと、体内総水分量の指示の提供を含むことが可能である。
【０１５９】
　図１０Ｂは、複数の身体組成インジケータ間の関係について、身体の組成モデルを例示
する。この実施例においてモデルは、骨、脂肪、筋肉、臓器、これらの組織を取り巻く液
体と、これらの組織内部に含有される液体を含む幾つかのコンパートメントを備える。
【０１６０】
　図示されるように、除脂肪量ＦＦＭ（ｆｒｅｅ　ｆａｔ　ｍａｓｓ）は、脂肪量ＦＭ（
ｆａｔ　ｍａｓｓ）成分以外の全成分量を示す。体細胞量ＢＣＭ（Ｂｏｄｙ　Ｃｅｌｌ　
Ｍａｓｓ。活性組織量ＡＴＭ（Ａｃｔｉｖｅ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｍａｓｓ）と称されること
もある）は、身体の代謝活性組織全てを構成する、身体の全細胞成分の総質量であり、こ
れは、筋肉と臓器組織、および細胞内液ＩＣＦ（ＩｎｔｒａＣｅｌｌｕｌａｒ　Ｆｌｕｉ
ｄ）を含む。細胞外質量ＥＣＭ（ＥｘｔｒａＣｅｌｌｕｌａｒ　Ｍａｓｓ）は、たとえば
骨と血漿などの身体の代謝不活性部分の全てを含有し、従って細胞外液ＥＣＦ（Ｅｘｔｒ
ａＣｅｌｌｕｌａｒ　Ｆｌｕｉｄ）を含む。細胞外質量ＥＣＭパラメータは、脂肪量ＦＭ
または除脂肪量ＦＦＭのゲインに寄与し得ない体重の変化を記載すべく用いられてきた。
【０１６１】
　正常栄養の個人において、筋肉組織は、体細胞量ＢＣＭのほぼ６０％の割合を占める。
臓器組織は、体細胞量ＢＣＭの２０％の割合を占め、残りの２０％は、赤血球と組織細胞
から構成される。また体細胞量ＢＣＭは、身体カリウムの大部分（９８～９９％）を含有
する。体細胞量ＢＣＭは、個人の栄養状態を記録すると共に、体細胞量ＢＣＭを用いて個
人の基礎代謝率を算出する方程式を用いることによって、人の熱必要量を追跡する方法を
提供する。
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【０１６２】
　最後に体格指数ＢＭＩは、国立衛生研究所ＮＩＨによって開発された、体重範囲を規定
する指数である。体格指数ＢＭＩは、体重を身長に関連付けるものであり、キログラム（
ｋｇ）表示したヒトの体重をメートル（ｍ）表示した身長の二乗で割ることによって、得
られる。国立衛生研究所ＮＩＨは現在、伝統的な身長／体重チャートよりもむしろ、体格
指数ＢＭＩに従って正常体重、過体重、および肥満を規定する。体格指数ＢＭＩは、身長
に対する体重を表わすので、総体脂肪含有量に強く相関する（特に大人において）。過体
重は、国立衛生研究所ＮＩＨに準ずると、男女で体格指数ＢＭＩが２５以上である。肥満
は、国立衛生研究所ＮＩＨに準ずると、体格指数ＢＭＩが３０以上である。体格指数ＢＭ
Ｉが３０は、約１３．６０８ｋｇ（３０ポンド）過体重である。一部の非常に筋肉質の人
々は、健康リスクのない高い体格指数ＢＭＩを有し得る。
【０１６３】
　この実施例において、ステップＳ１０００で種々の被験者詳細が決定される。決定され
る被験者詳細は、決定されるべきインジケータに依存して変化し得るが、好適実施は一般
的に、たとえば被験者の総体重、性別、年齢、身長、および民族性などの情報を含み得る
と共に、図４に関して上記したものと同様の技法を用いて達成され得る。
【０１６４】
　ステップＳ１００５でインピーダンス電極は、被験者Ｓ上に配置される。この場合、測
定は通常、全身測定として行われるので、被験者の腕と足の手首と足首６３１，６３３上
に駆動電極１１３，１１４を配置することを含む。検出電極１１５，１１６は、図１０Ｃ
に示すように、同じ手首と足首上の駆動電極１１３，１１４の内側に配置される。
【０１６５】
　ステップＳ１０１０でインピーダンス測定が行われ、これは、本質的には上記のように
、単一低周波数（通常５０ｋＨｚ以下）生体インピーダンス分析測定または多重周波数生
体インピーダンススペクトロスコピ測定を行うことを含み得る。
【０１６６】
　ステップＳ１０１５でインピーダンスパラメータが、被験者の全身に対して得られる。
決定されたインピーダンスパラメータは、生成されるインジケータに依存して変化するこ
とになる。従ってたとえば、これは、特に生体インピーダンス分析測定の場合に測定イン
ピーダンス値を含み得る。しかし、生体インピーダンススペクトロスコピの場合、これは
、たとえば上記の技法を用いてゼロ周波数、特性周波数、または無限周波数でのインピー
ダンス値（Ｒ０，ＺＣ，Ｒ∞）などのパラメータを得ることも含み得る。
【０１６７】
　水和インジケータ値ｈｙ＿ｄｅｘが決定されるべき場合、ステップＳ１０２０でインピ
ーダンス値が複素数として測定されるので、抵抗値Ｒとリアクタンス値Ｘｃが、Ｒ／ｈと
Ｘｃ／ｈを算出することによって、被験者の身長に基づき正規化できるようにする。
【０１６８】
　ステップＳ１０２５で参照は、被験者に関連する参照個体群の測定インピーダンス値に
基づき決定される。参照は、たとえば図４に関して上記したような何れかの方法で決定さ
れ得る。
【０１６９】
　一実施例において、参照は、患者の性別、年齢、および体格指数ＢＭＩに基づき選択さ
れる正常個体群に対して、正規化抵抗測定値Ｒ／ｈと正規化リアクタンス測定値Ｘｃ／ｈ
で得られた平均値（Ｒ／ｈ）ｍｅａｎ，（Ｘｃ／ｈ）ｍｅａｎ，と標準偏差値（Ｒ／ｈ）

ｓｔｄ．ｄｅｖ，（Ｘｃ／ｈ）ｓｔｄ．ｄｅｖに基づく。
【０１７０】
　各々のこれらの群では、抵抗値Ｒとリアクタンス値Ｘｃのスコアグラフ９５％許容値楕
円として公知の正規化抵抗Ｒ／ｈ対リアクタンスＸｃ／ｈプロットは、非特許文献１に記
載される技法に基づき決定可能である。このプロットは、値（Ｒ／ｈ）ｍｅａｎ，（Ｘｃ
／ｈ）ｍｅａｎ，（Ｒ／ｈ）ｓｔｄ．ｄｅｖ，および（Ｘｃ／ｈ）ｓｔｄ．ｄｅｖを各々
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いることによって得られ得る。
【０１７１】
　ステップＳ１０３０で水和インジケータ値ｈｙ＿ｄｅｘは、以下の方程式を用いて、個
体群平均値からの正規化ベクトル距離を算出することによって決定される。
　Ｒｖ＝［（Ｒ／ｈ）－（Ｒ／ｈ）ｍｅａｎ］／（Ｒ／ｈ）ｓｔｄ．ｄｅｖ　。
【０１７２】
　Ｘｃｖ＝［（Ｘｃ／ｈ）－（Ｘｃ／ｈ）ｍｅａｎ］／（Ｘｃ／ｈ）ｓｔｄ．ｄｅｖ　。
　水和インジケータ値ｈｙ＿ｄｅｘは、以下の方程式を用いることによって、倍率に比較
してスケーリングされる。
【０１７３】
　ｈｙ＿ｄｅｘ＝ｓｆ×｜Ｒｖ，Ｘｃｖ｜×（ｓｉｎφ）／４σ　。
　式中、φは、図１０Ｄに示すように、患者の正規化測定ベクトルＯＰと平均水和ライン
（つまり水和平均ライン）の間の角度である。
【０１７４】
　ＲｖとＸｃｖが、図１０Ｄに示すようにポイントＰとしてピコリプロット上にプロット
されると、ポイントＰは、ＲＸｃスコアグラフを形成することが図式化される。平均水和
ラインＲ＝－Ｘｃは、正常平均水和値に対応し、上方と右側のポイントは、水和がより低
く、下方と左側のポイントは、水和がより高い。９５％許容値楕円の主軸半径（長さ３．
１４、ピコリらが提供）は、平均値から２標準偏差の水和状態を表わす。従って１標準偏
差は、主半径の半分である。水和標準偏差は、図形において破線で示される。
【０１７５】
　従って、水和インジケータ値ｈｙ＿ｄｅｘを算出するため、平均水和ラインＲ＝－Ｘｃ
からの垂直距離ＰＱが算出され、下方と左方なら＋記号が与えられ、上方と右方なら－記
号が与えられる。次にこれは、以下の方程式を用いてスケーリングされる。
【０１７６】
　Ｈｙ＿ｄｅｘ＝ｓｆ×（距離ＰＱ）／（９５％許容値楕円の主軸半径）　。
式中、ｓｆは倍率である。
　当然のことながら倍率ｓｆは、従って極値が記憶し易い値に対応できるように選択可能
であり、具体的には倍率ｓｆは通常は整数値であり、より一般的には１０の倍数である。
従って、一実施例において、倍率ｓｆは「１００」の値に設定されるので、１００のイン
ジケータ値は、関連する正常個体群の平均水和レベルからの４標準偏差を表わす。
【０１７７】
　従って水和インジケータ値ｈｙ＿ｄｅｘは、平均水和レベルから離れる患者の動きを示
すと考えられ、平均値からの各々の単一標準偏差は、表１に示すように２５ｈｙ＿ｄｅｘ
単位に対応する。
【０１７８】
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【表１】

【０１７９】
　当然のことながら被験者が、平均値から４標準偏差以上を上回る水和値を有する稀な場
合、これは、いずれにしても過剰な水和状態／脱水状態を表わすインジケータ値１００に
よって単に示され得る。
【０１８０】
　いずれにしても、これは、被験者の相対水和レベルを示すインジケータが表示できるよ
うにする。これに関して表示値は、正規化抵抗と正規化リアクタンス値から得られる相対
液体レベルである。
【０１８１】
　図１１Ａ～図１１Ｃは、水和インジケータ値ｈｙ＿ｄｅｘを包含するｈｙ＿ｄｅｘレポ
ート（水和レポート）の実施例を説明する。
　この実施例において、ｈｙ＿ｄｅｘレポートは、たとえば測定方法を実行するオペレー
タなどの情報、被験者詳細、償還コード情報、測定ＩＤゾーン情報などを概略するヘッダ
部分１１００を含む。これは、図９のリンパ浮腫レポートのヘッダ部分９００に類似して
いるので、これ以上詳細には説明しない。
【０１８２】
　レポートはまた、第１水和インジケータ部分１１０１、ｈｙ＿ｄｅｘ変化分析要約部分
１１０２、および第２水和インジケータ部分１１０３を含む。
　この実施例において、第１水和インジケータ部分１１０１は、関連スケール１１３１と
ポインタ１１３２を備える線形水和インジケータ１１３０を含む。一実施例において、ガ
ウス分布曲線１１３４は、サンプル個体群に対して提供され、関連サンプル個体群の平均
水和値と、その値からの標準偏差値を強調する。この実施例において、ガウス分布曲線１
１３４下の領域は、ポインタ１１３２によって示された患者水和インジケータ値と、サン
プル個体群平均水和との間の差を強調すべく、陰影１１３５が付けられている。この実施
例において、数的水和インジケータ値ｈｙ＿ｄｅｘの可視的指示１１３６も表示される。
【０１８３】
　これから当然のことながら、この様式でインジケータ値を示すことによって、医師が被
験者の液体レベルと水和状態を迅速に評価できるようになり、それによって被験者が水和
または脱水されているかを医師が、判定できるようになる。従ってたとえば、「０」の水
和インジケータ値ｈｙ＿ｄｅｘは、被験者が正常水和レベルを有するが、負か正の値は、
過水和か脱水状態を表わす。インジケータ値の大きさは、水和の程度も表わし、「＋１０
０」または「－１００」の値は、極限状態を示す。これは、何れかの治療が必要か否かを
医師が迅速に評価できるようにする。
【０１８４】
　同様に第２水和インジケータ部分１１０３は、関連スケール１１１１とポインタ１１１
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２を備える線形水和インジケータ１１１０を含む。これに加えて、上限１１２１と下限１
１２２を含む規定範囲が示され、上限値と下限値は、１１２３に個別に示される。この実
施例において、上限１１２１と下限１１２２は、医師によって設定されるとともに、治療
または治療介入が必要とされる場合を迅速に評価すべく用いられ得るか、または所望水和
レベルに関して被験者の指針として設定され得るので、参照個体群値に基づく必要がない
。
【０１８５】
　この実施例において、レポートはまた、ｈｙ＿ｄｅｘ進行チャート１１０４を含む。ｈ
ｙ＿ｄｅｘ進行チャート１１０４は、図８に関して上記したものに類似の進行チャートを
提供する。
【０１８６】
　この実施例において、ｈｙ＿ｄｅｘ進行チャート１１０４は、被験者の前回の水和値を
上限１１４１と下限１１４２の示度と共に示すグラフ１１４０を含む。前回値は一般的に
、上記したものに類似の方法で、遠隔データベースや患者記録などから、被験者の前回測
定値について検索され得る。
【０１８７】
　記載された水和インジケータ値ｈｙ＿ｄｅｘは、ｈｙ＿ｄｅｘレポートのうちの一部を
形成するが、これは必須ではなく、当然のことながら水和インジケータ値ｈｙ＿ｄｅｘは
、任意の適切な方法でユーザに提示され得る。
【０１８８】
　図１１Ｂと図１１Ｃは、水和インジケータ値ｈｙ＿ｄｅｘの更に別の変形の実施例を示
す。
　図１１Ｂは、被験者の水和が、域値１１２１，１１２２によって示すユーザ規定範囲の
外側にある状況の第２インジケータを示す。この場合、被験者の水和インジケータ値ｈｙ
＿ｄｅｘがユーザの規定範囲外にある程度を示す示度１１２４が提供される。これは、水
和インジケータ値ｈｙ＿ｄｅｘ１１１０に付ける陰影１１２５によって示すことも可能で
ある。
【０１８９】
　図１１Ｃにおいて、第１インジケータ１１０１は、被験者Ｓよりもサンプル個体群の平
均水和レベルに近い個体群のパーセンテージを示す更に別の示度１１３６を示す。
　当然のことながら、上記の水和インジケータ値ｈｙ＿ｄｅｘは、図３Ａ～図３Ｃ、図６
Ａ～図６Ｄ、および図８Ａと図８Ｂに記載した浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘに類似する
。更に、浮腫インジケータ値Ｌ＿Ｄｅｘに対して上記したものに類似する変形も実行され
得るが、これらは、これ以上の詳細説明はしない。
【０１９０】
　従って記載された水和インジケータ値ｈｙ＿ｄｅｘは、ｈｙ＿ｄｅｘレポートのうちの
一部を形成するが、これは必須ではなく、当然ながら水和インジケータ値ｈｙ＿ｄｅｘは
、任意の適切な方法でユーザに提示され得る。
【０１９１】
　水和インジケータ値ｈｙ＿ｄｅｘを決定できるようにすることに加えて、図１０Ａの方
法は、更に、または別に脂肪量インジケータを決定と表示できるようにすることが可能で
ある。
【０１９２】
　この実施例において、ステップＳ１０１５で得られるインピーダンスパラメータを、ス
テップＳ１０４０で除脂肪量方程式つまりＦＦＭ方程式（ｆａｔ　ｆｒｅｅ　ｍａｓｓ　
ｅｑｕａｔｉｏｎ）と共に用いることによって、ユーザの除脂肪量ＦＦＭつまり脂肪量Ｆ
Ｍ（ｆａｔ　ｍａｓｓ）を決定可能である。
【０１９３】
　これは、以下に示す方程式を利用して達成可能である。用いられる方程式は、以下のよ
うに、被験者の性、年齢、および肥満レベルに依存する。
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一般的女性：
　除脂肪量ＦＦＭ＝０．７３４×（ｈｔ２）／Ｒ＋０．１１６×ｗｔ＋０．０９６×Ｘｃ
－４．０３　。
一般的男性：
　除脂肪量ＦＦＭ＝０．７３４×（ｈｔ２）／Ｒ＋０．１１６×ｗｔ＋０．０９６×Ｘｃ
－４．０３－０．８７８　。
肥満女性：
　除脂肪量ＦＦＭ＝０．０００９１１８６×（ｈｔ２）－０．０１４６６×Ｒ＋０．２９
９９×ｗｔ－０．０７０１２×ａｇｅ＋９．３７９３８　。
肥満男性：
　除脂肪量ＦＦＭ＝０．０００８８５×（ｈｔ２）－０．０２９９９×Ｒ＋０．４２６８
８×ｗｔ－０．０７００２×ａｇｅ＋１４．５２４３５　。
小児：
　除脂肪量ＦＦＭ＝０．８１×（ｈｔ２）／Ｒ＋６．８６　。
式中、ｈｔは、被験者身長；
　　　ｗｔは、被験者体重。
【０１９４】
　次に脂肪量ＦＭは、以下の式
　脂肪量ＦＭ＝ｗｔ－ＦＦＭ　。
によって与えられる。
【０１９５】
　また脂肪量ＦＭは、生体インピーダンススペクトロスコピ測定値から算出可能である。
この場合、脂肪量ＦＭは、細胞外水分量ＥＣＷ（ＥｘｔｒａＣｅｌｌｕｌａｒ　Ｗａｔｅ
ｒ）と細胞内水分量ＩＣＷ（ＩｎｔｒａＣｅｌｌｕｌａｒ　Ｗａｔｅｒ）から算出され、
以下の方程式が用いられ得る。
【０１９６】
　ＥＣＷ＝Ｋ×（√（ｗｔ）×ｈｔ２／Ｒｅ）２／３　。
　注記：Ｋは身体密度定数、人体比率係数、および細胞外水分量ＥＣＷの抵抗係数を含む
。
【０１９７】
　次に以下の方程式が解かれる。式中、ＶＩＣＷとＶＥＣＷは、それぞれ細胞外水分量Ｅ
ＣＷと細胞内水分量ＩＣＷの容積である。
　（１＋ＶＩＣＷ／ＶＥＣＷ）５／２＝（Ｒｅ+Ｒｉ）／Ｒｉ×（１＋ｋρＶＩＣＷ／Ｖ

ＥＣＷ）　。
式中、
　Ｒｉ＝Ｒｅ×Ｒ∞／（Ｒｅ－Ｒ∞）　。
【０１９８】
　ｋρ＝ρＩＣＷ／ρＥＣＷ　。
　この結果は、ＩＣＷ／ＥＣＷの容積比ＶＩＣＷ／ＶＥＣＷである。次に細胞内水分量Ｉ
ＣＷが算出され得る。
【０１９９】
　細胞内水分量ＩＣＷ＝ＶＩＣＷ／ＶＥＣＷ×ＥＣＷ。
　細胞内水分量ＩＣＷから、体内総水分量ＴＢＷ（Ｔｏｔａｌ　Ｂｏｄｙ　Ｗａｔｅｒ）
が算出され、更に除脂肪量ＦＦＭと脂肪量ＦＭが算出される。
【０２００】
　体内総水分量ＴＢＷ＝ＥＣＷ＋ＩＣＷ　。
　除脂肪量ＦＦＭ＝ＴＢＷ／０．７３２　。
　脂肪量ＦＭ＝ｗｔ－ＦＦＭ　。
【０２０１】
　ステップＳ１０４５で参照が再び選択され、これは通常、たとえば以下の表２のデータ



(31) JP 5529009 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

など名目参照個体群データを用いて達成される。
【０２０２】
【表２】

【０２０３】
　またユーザ規定範囲は、望まれれば規定可能である。注目すべきは、ユーザ規定範囲が
、計算の実行において用いられるアルゴリズムとは無関係であり、ただ所与の性別および
年齢の個人の健常％脂肪量であると考えられる範囲に及ぶ。
【０２０４】
　ステップＳ１０５０で脂肪量インジケータは、参照を用いて生成され、ステップＳ１０
５５で表示される。
　図１２Ａと図１２Ｂは、脂肪量インジケータを含有する脂肪量レポートの実施例を記載
する。この実施例において、脂肪量レポートは、ｈｙ＿ｄｅｘレポートに関して上記した
ヘッダ１１００と同様のヘッダ部分１２００を含む。
【０２０５】
　脂肪量レポートの要約部分１２０１は、総体重ｗｔ、脂肪量ＦＭ、除脂肪量ＦＦＭ、お
よび体格指数ＢＭＩを含む関連脂肪量値の要約を示す。
　第１インジケータ部分１２０３と第２インジケータ部分１２０４が、提供される。第１
インジケータ部分１２０３は、関連スケール１２１１とポインタ１２１２を備える線形脂
肪量インジケータ１２１０を含む。この場合、域値は、それぞれ１２１３と１２１４で示
され、これらは、上記で概略した健常参照を表わす。第２インジケータ部分１２０４は、
関連スケール１２２１とポインタ１２２２を備える線形脂肪量インジケータ１２２０を含
む。域値１２２３と１２２４が示され、これらの域値は、この場合、医療従事者が被験者
に対して標的を設定できるようにする規定目標限界をユーザに表わす。
【０２０６】
　進行チャート部分１２０５は、被験者で測定した前回脂肪量ＦＭ結果の線グラフ１２４
０を含む。線グラフ１２４０は、参照個体群データか、ユーザ規定値の何れかに基づく域
値に対応する域値マーク１２４１，１２４２を含む。当然のことながら履歴プロットを用
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いることによって、任意の治療介入または、たとえば好みの食事療法などの他の治療計画
の有効性を被験者に示すのに役立つことが可能である。
【０２０７】
　図１２Ｂは、変形実施例を示す。前記実施例において、被験者が健常範囲の外側にある
場合、これは、陰影領域１２１５によって示される。
　他の身体組成インジケータが必要とされる場合、これは、ステップＳ１０６０～ステッ
プＳ１０８０を用いて達成可能である。この場合、ステップＳ１０６０で被験者の体内総
水分量ＴＢＷが算出される。これは、任意の適切な方法で達成され得ると共に、行われる
測定方法に依存し得る。しかし一実施例においてこれは、除脂肪量ＦＦＭと以下の方程式
を用いて達成される。
【０２０８】
　体内総水分量ＴＢＷ＝０．７２１×ＦＦＭ　。
　この後、ステップＳ１０６５で、リアクタンスＲと抵抗Ｘを用いることによって、被験
者の細胞外と細胞内の水分レベルを決定する。
【０２０９】
　生体インピーダンス分析測定が行われる場合、これは、以下の方程式を用いて達成され
る。
女性：
　細胞外水分量ＥＣＷ＝ｈｔ２／（０．０１２×Ｘ）＋ｈｔ２／（０．０５３×Ｒ）＋０
．０９５×ｗｔ－０．６４　。
男性：
　細胞外水分量ＥＣＷ＝ｈｔ２／（０．０１６×Ｘ）＋ｈｔ２／（０．０１９×Ｒ）＋０
．１５２×ｗｔ－３．４４　。
【０２１０】
　次に細胞内液体レベルが、以下の方程式によって与えられる。
　細胞内水分量ＩＣＷ＝ＴＢＷ－ＥＣＷ　。
　これから細胞外質量ＥＣＭと活性組織量ＡＴＭが、以下の方程式によって算出可能であ
る。
女性：
　細胞外質量ＥＣＭ＝　ＥＣＷ＋０．１２×（０．５３１×ｈｔ－２６．８３）　。
【０２１１】
　活性組織量ＡＴＭ＝　ＦＦＭ－ＥＣＷ－０．１２×（０．５３１×ｈｔ－２６．８３）
　。
男性：
　細胞外質量ＥＣＭ＝　ＥＣＷ＋０．１２×（０．５６４×ｈｔ－２９．４３）　。
【０２１２】
　活性組織量ＡＴＭ＝　ＦＦＭ－ＥＣＷ－０．１２×（０．５６４×ｈｔ－２９．４３）
　。
　次に参照がステップＳ１０７０で選択され、これらの参照によって次にステップＳ１０
７５でインジケータが生成され、ステップＳ１０８０でこれらのインジケータを表示でき
るようにする。
【０２１３】
　図１３は、身体組成レポートである。身体組成レポートは、上記したヘッダ部分に類似
するヘッダ部分１３００を含む。これに加えて、インジケータ部分１３０１，１３０２，
１３０３，１３０４，１３０５は、それぞれ脂肪量ＦＭ、除脂肪量ＦＦＭ、体内総水分量
ＴＢＷ、細胞外液と細胞内液の値のインジケータを表示すべく提供される。この場合もや
はり各々のこれらのインジケータは、線形インジケータと関連ポインタを備えた関連スケ
ールを含み、線形インジケータは、この実施例において棒グラフの形式である。また履歴
部分１３０６が任意に提供され、インジケータ値を表形式で表示できるようにする。
【０２１４】
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　図１４は、現活性組織量ＡＴＭと細胞外質量ＥＣＭ値を表示するＡＴＭ／ＥＣＭレポー
トを示す。この実施例においてレポートは、ヘッダ部分１４００、要約部分１４０１、イ
ンジケータ部分１４０２、および履歴部分１４０３を含む。要約部分１４０１は、インジ
ケータ部分１４０２で線形インジケータ１４１０にも表示される現活性組織量ＡＴＭと細
胞外質量ＥＣＭ値を表示する。履歴部分１４０３は、前回に決定した活性組織量ＡＴＭと
細胞外質量ＥＣＭの示度の表記を含む。この場合もやはり成分は、上記のものに類似する
ので、詳細には記載されない。
【０２１５】
　当業者には、当然のことながら多数の変形と改変が明らかになる。当業者には明らかに
なる全てのこのような変形と改変は、概して先に挙げた本発明の趣旨と範囲内に含まれる
と考えるものとする。
【０２１６】
　従って、たとえば当然のことながら上記の様々な実施例の形状構成は、必要に応じて互
換的に用いられ得る。更に上記の実施例は、例えばヒトなどの被験者を中心に行われたが
、当然のことながら、上記の測定装置と技法は、限定されないが、霊長類、家畜たとえば
競走馬などのパフォーマンス動物を含む何れかの動物で用いられることが可能である。
【０２１７】
　上記の方法は、個人の身体組成を含む個人の健康状態の判定、または限定しないが、浮
腫、リンパ浮腫などを含む様々な状態と疾病の有無または程度の診断に用いられることが
可能である。この点から当然のことながら、上記の実施例は、浮腫インジケータという用
語を用いるが、これは実施例のためだけであり、限定しようとするものではない。従って
たとえば身体組成などのより全般的な健康状態の情報に関するインピーダンス測定値の分
析において用いられる場合、浮腫インジケータは、より一般的にインジケータと称される
ことが可能である。

【図１】 【図２】

【図３Ａ】
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【図１１Ｃ】



(41) JP 5529009 B2 2014.6.25
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【図１３】



(43) JP 5529009 B2 2014.6.25

【図１４】



(44) JP 5529009 B2 2014.6.25

10

フロントページの続き

(72)発明者  チェサム、スコット
            アメリカ合衆国　９２０１４　カリフォルニア州　デル　マール　ストラットフォード　コート　
            ９２２
(72)発明者  エセックス、ティム
            オーストラリア国　４０１１　クイーンズランド州　クレイフィールド　ベルビュー　テラス　５
            １
(72)発明者  ジーゲラー、ブライアン　ウィリアム
            オーストラリア国　４１５０　クイーンズランド州　カリーナ　ハイツ　ケンブリッジ　ストリー
            ト　５１　ユニット　３

    審査官  湯本　照基

(56)参考文献  国際公開第２００７／０４１７８３（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　５／０５　　　　
              Ｇ０１Ｎ　　２７／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

